
福 岡 県 建 設 技 術 協 会 運 営 規 定  

 

 

第 １ 号（ 役 員 改 選 ）  

 

    ( 1 )  会 長 は 、 原 則 と し て 福 建 会 員 で あ る 県 土 整 備 部 次 長 を も っ て 当

て る も の と す る 。  

    ( 2 )  副 会 長 に は 、 本 庁 課 長 以 上 １ 名 お よ び 福 岡 県 土 整 備 事 務 所 長 を

含 め る も の と す る 。  

    ( 3 )  常 任 運 営 委 員 会 は 、 １ ０ 名 程 度 を 選 出 す る も の と す る 。  

    ( 4 )  事 務 局 長 は 、 原 則 と し て 、 道 路 維 持 課 課 長 技 術 補 佐 を も っ て 当

          て る も の と す る 。  

    ( 5 )  事 務 局 次 長 は 、 建 築 都 市 部 に 所 属 す る 会 員 の 中 か ら 選 出 す る も  

           の と す る 。  

              （ 昭 和 ６ ２ 年 ５ 月 １ ２ 日 、 評 議 員 会 決 定 ）  

（ 平 成 ２ ０ 年 ５ 月 ２ ０ 日 、   一 部 改 正 ）  

      （ 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 、  一 部 改 正 ）  

（ 平 成 ２ ９ 年 ５ 月 １ ６ 日 、   一 部 改 正 ）  

 

 

第 ２ 号（ 支 部 活 動 助 成 金 等 ）  

   各 支 部 及 び 特 別 会 員 に よ っ て 構 成 さ れ る 団 体 主 催 に よ る 会 員 の 技 術 水  

準 の 向 上 お よ び 連 携 ・ 交 流 を 目 的 と し た 活 動 に 助 成 を 行 う も の で あ る 。  

な お 、 支 出 は 当 該 計 画 の 確 実 な 実 行 性 を 勘 案 の う え 行 う と と も に 、 必 要  

に 応 じ て 精 算 を 行 う も の と す る 。  

              （ 平 成 ２ ９ 年 ５ 月 １ ６ 日 、 評 議 員 会 決 定 ）  

 

 

 

 



第 ３ 号（ グ ル － プ 研 究 活 動 助 成 金 ）  

 

  （ 趣 旨 ）  

     協 会 運 営 並 び に 県 土 木 行 政 へ の 提 言 を 行 う こ と に よ り 、 自 己 研 鑽

と 能 力 開 発 に つ な げ 本 協 会 の 更 な る 飛 躍 を 図 る こ と 等 を 目 的 に 、

会 員 が 自 主 的 に 研 究 活 動 を 行 う グ ル － プ に 対 し て 助 成 を 行 う も の

で あ る 。  

  （ 助 成 の 対 象 ）  

     福 岡 県 建 設 技 術 協 会 に 属 す る 会 員 ５ 名 以 上 で 、 自 主 的 に 結 成 、 運

     営 さ れ る グ ル － プ で あ る こ と 。  

  （ 助 成 金 の 額 ）  

     活 動 費 の 一 部 と し て 、 １ グ ル － プ 当 り 年 間 ３ 万 円 を 助 成 す る も の

     と す る 。  

    （ 活 動 内 容 ）  

     本 趣 旨 に 関 す る 研 究 活 動 で あ る こ と 。 ま た 、 活 動 が 一 回 で 終 わ る

     も の は 対 象 と し な い 。 た だ し 、 一 年 に 一 回 を 毎 年 継 続 す る こ と は

     対 象 と す る 。  

  （ 活 動 内 容 の 報 告 ）   

     研 究 活 動 の 成 果 を ３ 月 末 ま で に 各 支 部 長 を 通 じ 、 事 務 局 ま で 文 書

     に て 報 告 を 行 う 。 ま た 、 そ の 報 告 書 は 福 建 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す

     る こ と 。 報 告 書 様 式 は 特 に な い 。  

     尚 、 内 容 に よ っ て は 助 成 金 を 減 額 す る こ と が あ る 。  

 

  （ 申 込 み 方 法 ）  

     所 定 の 申 請 書 に 必 要 事 項 を 記 載 の う え 、 毎 年 ８ 月 １ ５ 日 ま で に 協

     会 事 務 局 へ 提 出 の こ と 。  

                  （ 平 成 ４ 年 ５ 月 １ ５ 日 、 評 議 員 会 決 定 ）  

                （ 平 成 １ ９ 年 １ 月 ３ １ 日 、  一 部 改 正 ）  

                      （ 平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ９ 日 、  一 部 改 正 ）  

 



第  ４  号 （ 会 費 免 除 ）  

 

（ １ ） 県 外 で 災 害 が 発 生 し た 場 合 、 被 災 地 に 長 期 派 遣 （ １ 年 以 上 ）  

さ れ る 正 会 員 に つ い て は 、 派 遣 期 間 中 の 会 費 を 免 除 す る 。  

    

（ ２ ） 休 職 等 に よ り 収 入 が 半 分 以 下 に 減 少 し た 者 に つ い て は 、 会 費 免  

除 の 申 請 を 受 け 付 け る 。  

な お 、 本 文 に お け る 休 職 等 と は 、 育 児 休 暇 、 介 護 休 暇 お よ び 自  

己 啓 発 の 為 の 休 職 等 、 所 属 長 か ら 許 可 を 得 た も の で あ る 必 要 が  

あ る 。  

 

（ ３ ） 会 費 の 免 除 は 、 会 長 の 承 認 を 必 要 と し 、 そ の 期 間 は 所 属 長 か ら  

認 め ら れ た 期 間 内 と す る 。  

 

（ ４ ） 免 除 金 額 は 、 全 額 免 除 と す る 。   

 

 

                              （ 平 成 １ ７ 年 ５ 月 １ １ 日 、 評 議 員 会 決 定 ）  

                     （ 平 成 ２ ９ 年 ５ 月 １ ６ 日 、   一 部 改 正 ）  


